
事務局：〒690-8502　松江市殿町 １番地 島根県教育庁内
TEL（0852）22-6616　URL https://www.shimakyogo.jp

分　室：〒690-0886　松江市母衣町55- 2 　島根県教育会館1階
TEL（0852）25-6200

一般財団法人
島根県教職員互助会

発
行

第189号
令和6.9.20

各種申請書の提出期限と送金日について
締切日 送金日

毎月20日（互助会分室必着）
【注】土日祝日等休業日の場合、前

3

営業日
翌月26日

【注】土日祝日等金融機関休業日の場合、翌
3

営業日

各地区会とも、趣向を凝らした総会を開催されました。
働いている退職会員が出席しやすいように、土・日に開催した地区が増えております。
各総会には、依頼に基づき互助会事務局から職員を派遣し、互助会事業の状況について
説明を行っています。

令和 6年度　退職互助地区会総会開催状況について

総会開催状況の一覧
地区
会名 日 曜日 会　場 内容等

松　江 R6.6.6 木 松江市　ホテル一畑　 総会、講演、クラブ発表

安　来 R6.7.20 土 安来市　夢ランドしらさぎ 総会、講演会、懇親会

八　束 R6.9.19 木 松江市　由志園 総会、趣味の会（予定）

出　雲 R6.6.22 土 出雲市　出雲市民会館 総会、トーク＆コンサート

平　田 R6.6.16 土 出雲市　ホテルほりえ 総会

仁　多 R6.7.11 木 奥出雲町　玉峰山荘 総会、講演会、昼食会

大　原 R6.6.24 月 雲南市　大東町地域交流センター 総会、コンサート

飯　石 R6.7.11 木 雲南市　三刀屋交流センター 総会、研修会、懇親会

簸　川 R6.6.20 木 出雲市　ラピタ本店 総会、学習会

浜　田 R6.6.28 金 浜田市　浜田ワシントンホテル 総会、会員のつどい

大　田 R6.6.22 土 大田市　おおだふれあい会館 総会、公演会

江　津 R6.6.29 土 江津市　江津市総合市民センター 総会、音楽ライブ

邑　智 R6.7.10 水 川本町　悠邑ふるさと会館 総会、ＳＤＧｓ研修

益田・鹿足 R6.7.4 木 益田市　サンパレス益田 総会、講演会、会員の集い

隠　岐 未定
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■必ず月単位でまとめて提出してください。
医療補助金は、1ヵ月単位でまとめて提出してください。
月でまとめる際の基準は、原則　「病院は診療日」「薬局は調剤日」です。

例1）  8月31日に受診し処方箋をもらったが、薬局に9月1日に行った場合
病院受診料については8月分
薬局については9月分

例2）  8月30日に受診、薬を調剤してもらったが、支払いは9月2日に行った場合
どちらも8月分として申請してください。

■診療日の翌月1日以降に提出してください。
月単位でまとめて出すためにも、医療費の請求は医療機関にかかった月の翌月1日以降に提
出してください。

例）7月にかかった医療費の請求は8月1日以降に提出する。

医療補助金請求書の提出にあたっての注意点

あとから高額療養費該当であることが判明した場合、戻入していただくことになります。
自己負担限度額は所得区分により異なります。
所得区分はご加入の公的医療保険にお問合せください。
〔事例〕

病院で37,000円支払い、互助会に請求･給付を受けた後で、国保(保険者)から1,600円の
給付があったことが判明（所得区分オ(上限35,400円)）。
互助会に1,600円戻入することになった。

※高額療養費制度とは、同じ月（1日から月末まで）に1つの医療機関等の窓口で支払った額が
定められた下表の自己負担限度額を超えた場合に、ご加入の公的医療保険（国民健康保険や
共済組合等）から、その超えた額が払い戻される制度です。

＜所得区分と １か月の医療費自己負担限度額＞
所得区分
(＊ 1 ) 1 か月の自己負担限度額 多数回該当

(＊ 2 )
ア 252,600円＋(総医療費－842,000円)× 1 % 140,100円
イ 167,400円＋(総医療費－558,000円)× １ % 93,000円
ウ  80,100円＋(総医療費－267,000円)× １ % 44,400円
エ  57,600円 44,400円
オ  35,400円 24,600円

＊ 1　  所得区分：所得に応じてご加入の医療保険において決定
＊ 2 　 多数回該当：診療月を含む直近 １ 年間に、３ 回以上高額療養費に該当する場合、４ 回目から自己負担額が軽減される

措置

70歳
未満の方

～“高額療養費 ”に該当していませんか～～ “高額療養費 ”に該当していませんか～
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今年度も退職者ライフプラン助成事業を実施します。
「健康」「生きがい」「経済」に関する活動を行った場合、その経費について、
年度一回に限り、3,000円を上限に助成を行います。
詳しくは、当会のホームページに掲載している「退職者ライフプラン助成金支給申請書」

Ｑ＆Ａや記入例をご覧ください。

問合せ先　教職員互助会分室　TEL：0852-25-6200

退職者ライフプラン助成事業の実施について退職者ライフプラン助成事業の実施について

【申請方法】「退職者ライフプラン助成金支給申請書」に
領収書等の証拠書類（原本）を添えて申請書を提出してください。
提出先　教職員互助会分室
　　　　〒690-0886　松江市母衣町55番地 ２　島根県教育会館 １階

【対象期間】令和6年4月1日～令和7年3月31日に実施された活動に対して助成
【申請締切】令和 ７年 ４月 ３日（木）【必着】
【送 金 先】給付金等受領口座

1 .退職教職員を対象とした事業です。
　この支援事業は、ひとり親家庭や共働き家庭等で、夜遅くまで一人で過ごすなど課題を抱
える子どもたちが、放課後等に安心して過ごせる居場所づくりを地域で進めることにより、
教育と福祉の両面から子どもたちの未来への希望とよりよい教育を受ける環境を作り出すこ
とを支援する事業です。
　対象は、地域において子どもの居場所づくり活動を行っている団体（ＮＰＯ、任意団体等）で、
退職教職員が団体の構成員に含まれていることです。
　詳しい内容は、教職員互助会のホームページに要綱等を掲載しています。
2 .年間10万円（上限）の助成金を給付します。
⑴目的に沿った活動を行う団体に対し、年度10万円を上限に助成金を給付します。
⑵新たに事業を始めようとする団体に対しては、加えて事業の立上げ支援として、１回に限
り10万円を上限に助成金を給付します。

3 .お問合せ先
教職員互助会分室　TEL：0852-25-6200

教職員互助会公益事業
「子どもの居場所づくり支援事業」のお知らせ

全会員
対象

 №189 退職互助だより︱3



野々村恒夫 様（松江市） R6.5.7 （83歳）
松井　孝和 様（松江市） R6.4.26 （83歳）
長谷川みどり 様（松江市） R6.6.27 （82歳）
坂本　哲夫 様（松江市） R6.3.19 （76歳）
大西　和幸 様（松江市） R6.7.20 （75歳）
新川　光代 様（松江市） R6.7.6 （97歳）
下山　文子 様（松江市） R6.6.2 （95歳）
中島　紀枝 様（松江市） R5.6.13 （96歳）
吾郷チエ子 様（松江市） R6.7.12 （91歳）
樋野　玲子 様（松江市） R6.6.12 （90歳）
澤野　智夫 様（松江市） R6.6.6 （95歳）
秋本　和子 様（松江市） R6.6.15 （94歳）
田部　頼子 様（松江市） R6.4.5 （94歳）
野津　長生 様（松江市） R6.3.10 （93歳）
北　　昌代 様（松江市） R6.1.21 （84歳）
佐々木道子 様（松江市） R6.6.18 （85歳）
稲田　昌市 様（松江市） R6.7.11 （89歳）
岩佐　暢浩 様（松江市） R6.2.28 （89歳）
斉藤　　忍 様（松江市） R6.5.10 （88歳）
林　　一男 様（松江市） R6.6.3 （89歳）
寺田　行徳 様（松江市） R6.4.12 （63歳）
石野　　悟 様（松江市） R6.5.1 （76歳）
石飛　　晃 様（安来市） R5.7.16 （79歳）
斉藤　省舜 様（安来市） R6.5.9 （93歳）
村尾　亘彦 様（安来市） R5.12.30 （85歳）
木村　節枝 様（米子市） R6.5.20 （88歳）
園山　　弘 様（出雲市） R6.5.16 （83歳）
朝山　晴子 様（出雲市） R6.7.11 （96歳）
中島　正子 様（出雲市） R6.4.15 （91歳）
錦織　陽子 様（出雲市） R6.3.26 （89歳）
山本　幸造 様（出雲市） R6.3.18 （97歳）
川上　堅三 様（出雲市） R6.3.16 （89歳）
梶谷　宣生 様（出雲市） R6.2.13 （84歳）
中島　勝雄 様（出雲市） R6.7.9 （79歳）
生馬　浩一 様（出雲市） R6.6.20 （89歳）
小村　　文 様（出雲市） R6.5.12 （101歳）

志谷　和子 様（出雲市） R5.7.20 （96歳）
藤村　博英 様（出雲市） R6.4.23 （100歳）
勝部　弘造 様（出雲市） R2.6.2 （92歳）
椿　　當子 様（出雲市） R6.2.14 （93歳）
昌子　　洋 様（出雲市） R6.3.16 （86歳）
永瀬　侃夫 様（雲南市） R6.4.28 （91歳）
高岡　勝子 様（雲南市） R6.3.5 （97歳）
倉橋　昭子 様（飯南町） R6.3.19 （95歳）
寺本　　博 様（浜田市） R6.1.28 （98歳）
石本　恒夫 様（浜田市） R6.6.1 （95歳）
山根　政代 様（浜田市） R5.8.29 （87歳）
橋ケ迫　劭 様（浜田市） R6.5.16 （90歳）
三賀森俊明 様（浜田市） R6.7.6 （87歳）
加藤　愛弓 様（大田市） R6.5.17 （67歳）
前田　邦子 様（大田市） R5.11.26 （96歳）
野田　　潤 様（大田市） R6.4.17 （98歳）
大場　久枝 様（大田市） R6.4.15 （86歳）
賀戸ヨシヱ 様（江津市） R6.5.15 （92歳）
高宮　信雄 様（江津市） R6.2.11 （94歳）
若槻　和郎 様（江津市） R6.3.11 （76歳）
丸山　幸三 様（邑南町） R6.5.25 （98歳）
大野　憲悠 様（益田市） R6.3.3 （81歳）
又賀　　昭 様（益田市） R6.3.30 （76歳）
竹下　慶子 様（益田市） R6.3.28 （99歳）
幸田　充子 様（益田市） R6.6.20 （92歳）
佐々木　博 様（益田市） R6.3.2 （96歳）
廣兼　　潔 様（益田市） R6.1.23 （96歳）
前田　　悟 様（益田市） R6.6.18 （93歳）
田村　節子 様（益田市） R6.5.23 （91歳）
土田恵美子 様（益田市） R6.5.11 （85歳）
村上三代志 様（益田市） R6.3.23 （85歳）
田上タミ子 様（隠岐の島町） R6.3.29 （84歳）
黒川　瑞穂 様（隠岐の島町） R6.3.4 （78歳）
日野原令子 様（埼玉県） R6.3.29 （91歳）
木邑　瑞枝 様（岡山県） R5.7.22 （95歳）
増田トシミ 様（広島県） R6.4.19 （93歳）

謹んでご冥福をお祈りいたします。

事務局だより
教職員互助会ではインターネットを使った情報発信も行っております。
退職互助だよりのバックナンバーの閲覧、申請書等用紙のダウンロードなどができます。
表紙にＱＲコードを付けていますので、スマートフォンで簡単に互助会のホームページにアクセスす
ることができます。なお、会員用ページの閲覧にはＩＤとパスワードの入力が必要です。
ID：kaiin　　パスワード：gojo　　※すべて半角英字

会員の皆様、会員の親族の方へ
転居などによる住所変更があった場合や、会員本人がお亡くなりになられた場合など、会員情報に変
更があった際には、速やかに互助会分室（電話0852-25-6200）までご連絡ください。
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